
告

示

規

則

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
十
七
号

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
年
福
島
県
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

に
よ
る
保
護｣

を｢

に
基
づ
く
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

に
基
づ
く
支
援
給
付｣

に
改
め
る
。

別
表
中｢

一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

一
、
四
七
〇
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

一
、
五
〇
〇
、
〇

〇
一
円｣

を｢

一
、
四
七
〇
、
〇
〇
一
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

薬

務

課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

久
津
医
院

福
島
市
入
江
町
一
三
│
三

平
成
二
一
年
四

月
一
日

大
川
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
鳥
谷
野
字
天
神
三
│
一
一

同月
一
〇
日

医
療
法
人
耳
鼻
咽
喉
科
鈴
木
医

会
津
若
松
市
西
栄
町
一
〇
│
一
四

同

院

月
一
日

い
が
ら
し
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

白
河
市
老
久
保
一
三
│
一

同

泉
崎
南
東
北
診
療
所

西
白
河
郡
泉
崎
村
泉
崎
字
山
ヶ
入
五
六

同

よ
し
だ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
万
世
町
三
│
三
六

同

年
六
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
二
五

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

三
二
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
二
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
二
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
が

指
定
を
辞
退
し
た
件

三
二
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

三
二
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を

指
定
し
た
件

三
二
六

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に

係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

三
二
九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に

係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

三
三
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に

係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変

更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
三
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を

廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

三
三
〇

○
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件

三
三
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

三
三
二

公

告

○
専
決
処
分
し
た
予
算
の
要
領
を
公
表
す

る
件

三
三
二

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業

計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す

る
件

三
三
六

○
農
用
地
保
全
施
設
等
の
管
理
規
程
を
認

可
し
た
件

三
三
六

○
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
件

三
三
六

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指

定
し
た
件

三
三
六

正

誤

○
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号

外
第
二
十
八
号
中

三
三
七



月
八
日

あ
ゆ
り
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

西
白
河
郡
矢
吹
町
一
本
木
四
六
三
│
二
一

同

年
五

月
一
一
日

ベ
ー
ス
薬
局
三
河
台
店

福
島
市
野
田
町
二
│
四
│
二
五

同

年
四

月
一
日

白
河
調
剤
薬
局

白
河
市
六
反
山
一
〇
│
三
六

同

爽
秋
会
ふ
く
し
ま
訪
問
看
護
ス

福
島
市
�
�
町
一
│
一
三
│
八

同

テ
ー
シ
ョ
ン

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

八
子
整
形
外
科
医
院

八
子
リ
ウ
マ
チ
・
内
科
・
福
島
市
森
合
字
屋
敷
下
三
六
│
二

整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
井
薬
局
競
馬
場
前
店

競
馬
場
前
薬
局

福
島
市
旭
町
九
│
二
四

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

久
津
医
院

福
島
市
入
江
町
一
三
│
三

平
成
二
一
年
三

月
三
一
日

医
療
法
人
山
森
会
山
森
医
院

福
島
市
宮
下
町
一
八
│
二
〇

同

年
四

月
一
日

富
田
婦
人
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
三
河
南
町
四
│
一
三

同

年
二

月
八
日

耳
鼻
咽
喉
科
鈴
木
医
院

会
津
若
松
市
西
栄
町
一
〇
│
一
四

同

年
三

月
三
一
日

い
が
ら
し
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

白
河
市
老
久
保
一
三
│
一

同

国
民
健
康
保
険
泉
崎
村
立
病
院

西
白
河
郡
泉
崎
村
泉
崎
字
山
ヶ
入
五
六

同

白
河
調
剤
薬
局

白
河
市
六
反
山
一
〇
│
三
六

同

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定(

中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三

十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
は
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

小
森
山
産
婦
人
科
医
院

須
賀
川
市
西
川
字
後
田
九
七
│
二
七

平
成
二
一
年
五
月
一

日(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

菅
野
博
行

福
島
市
大
笹
生
字
作
田

レ
イ
ス
治
療

福
島
市
北
中
央
一
│
四
八

平
成
二
一
年
五

六
│
三

院
ふ
く
し
ま

│
三

月
一
日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定(

中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律

平成21年５月22日 金曜日 福 島 県 報 第2082号 326



第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

爽
秋
会
ふ
く

福
島
市
�
�

医
療
法
人
爽

宮
城
県
名
取
市
植

平
成
二
一
年

訪
問
看
護

し
ま
訪
問
看

町
一
丁
目
一

秋
会

松
一
丁
目
一
│
二

四
月
一
日

護
ス
テ
ー
シ

三
│
八

四

ョ
ン

訪
問
介
護
事

同

市
笹
谷

株
式
会
社
お

福
島
県
福
島
市
笹

平
成
二
一
年

訪
問
介
護

業
所
お
お
と

字
谷
地
前
二

お
と
り

谷
字
谷
地
前
二
二

二
月
一
日

介
護
予

り

二
│
四
〇
エ

│
四
〇

防
訪
問
介

ス
テ
ー
ト
笹

護

谷
Ⅴ
Ｅ
一
〇

二
号

居
宅
介
護
支

同

市
笹
谷

フ
ジ
ケ
ア
サ

同

県
郡
山
市
大

平
成
二
一
年

居
宅
介
護

援
事
業
所
き

字
谷
地
前
二

ー
ビ
ス
株
式

町
一
丁
目
一
四
│

三
月
一
日

支
援
事
業

ぼ
う

二
│
三
五
シ

会
社

一
四

ニ
ア
ホ
ー
ム

せ
ん
じ
ゅ
内

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
飯
坂

株
式
会
社
癒

同

県
福
島
市
笹

同

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

町
字
湯
町
二

樹
会

谷
字
下
釜
二
四
│

介
護
予

健
や
か
ラ
イ

八
│
一

一
四

防
通
所
介

フ

護

ケ
ア
サ
ポ
ー

同

市
�
�

ケ
ア
サ
ポ
ー

同

市
�

同

福
祉
用
具

ト
プ
ラ
ン
ニ

町
三
丁
目
一

ト
プ
ラ
ン
ニ

�
町
三
丁
目
一
一

貸
与

介

ン
グ

一
│
六

ン
グ
プ
ラ
テ

│
六

護
予
防
福

ッ
ク
株
式
会

祉
用
具
貸

社

与

特
定

福
祉
用
具

販
売

特

定
介
護
予

防
福
祉
用

具
販
売

ツ
ク
イ
会
津

会
津
若
松
市

株
式
会
社
ツ

神
奈
川
県
横
浜
市

同

通
所
介
護

金
川
町

金
川
町
九
│

ク
イ

港
南
区
上
大
岡
一

介
護
予

二

丁
目
六
│
一

防
通
所
介

護

そ
う
ま
・
ほ

相
馬
市
今
田

有
限
会
社
そ

福
島
県
相
馬
市
今

平
成
二
一
年

認
知
症
対

っ
と
サ
ロ
ン

字
大
竹
三
四

う
ま
介
護
セ

田
字
大
竹
三
四

四
月
一
日

応
型
通
所

ン
タ
ー

介
護

介

護
予
防
認

知
症
対
応

型
通
所
介

護

介
護
老
人
保

二
本
松
市
油

医
療
法
人
幸

同

県
二
本
松
市

平
成
二
一
年

通
所
リ
ハ

健
施
設
あ
だ

井
字
戸
ノ
内

信
会

油
井
字
戸
ノ
内
二

三
月
一
日

ビ
リ
テ
ー

た
ら

二
一
│
一

一
│
一

シ
ョ
ン

短
期
入
所

療
養
介
護

介
護
老

人
保
健
施

設

介
護

予
防
通
所

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン

介
護

予
防
短
期

入
所
療
養

介
護

指
定
通
所
介

南
相
馬
市
小

社
会
福
祉
法

同

県
南
相
馬
市

同

認
知
症
対

護
事
業
所
南

高
区
小
高
字

人
南
相
馬
市

原
町
区
小
川
町
三

応
型
通
所

相
馬
市
社
会

金
谷
前
八
四

社
会
福
祉
協

二
二
│
一

介
護

介

福
祉
協
議
会

議
会

護
予
防
認

あ
す
な
ろ
デ

知
症
対
応

イ
サ
ー
ビ
ス

型
通
所
介

セ
ン
タ
ー

護
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介
護
と
福
祉

双
葉
郡
浪
江

株
式
会
社
報

同

県
い
わ
き
市

平
成
二
一
年

福
祉
用
具

の
店
ホ
ー
ト

町
大
字
権
現

徳
保
険
サ
ー

内
郷
御
厩
町
三
丁

四
月
一
日

貸
与

介

ク

堂
新
町
六
六

ビ
ス

目
一
四
七

護
予
防
福

祉
用
具
貸

与

特
定

福
祉
用
具

販
売

特

定
介
護
予

防
福
祉
用

具
販
売

福
島
市
西
部

福
島
市
土
湯

社
会
福
祉
法

同

県
福
島
市
本

同

地
域
包
括

地
域
包
括
支

温
泉
町
字
坂

人
多
宝
会

町
四
│
二
三

支
援
セ
ン

援
セ
ン
タ
ー

ノ
上
二
三
番

タ
ー

地

せ
の
う
え
健

同

市
瀬
上

福
島
中
央
市

同

市
野

平
成
二
〇
年

通
所
リ
ハ

康
ク
リ
ニ
ッ

町
四
斗
蒔
一

民
医
療
生
活

田
町
一
丁
目
一
五

四
月
一
日

ビ
リ
テ
ー

ク
通
所
リ
ハ

│
六

協
同
組
合

│
一
二

シ
ョ
ン

ビ
リ
テ
ー
シ

介
護
予
防

ョ
ン

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

訪
問
リ
ハ
ビ

同

市
大
森

医
療
法
人
秀

同

市
大

平
成
二
一
年

訪
問
リ
ハ

リ
テ
ー
シ
ョ

字
柳
下
一
六

公
会

森
字
柳
下
一
六
│

四
月
一
日

ビ
リ
テ
ー

ン
指
定
事
業

│
一

一

シ
ョ
ン

所
あ
づ
ま

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

創
世
春
日
町

同

市
春
日

社
会
福
祉
法

同

市
旭

同

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

町
一
四
│
一

人
創
生
福
祉

町
九
│
七

介
護
予

ス
セ
ン
タ
ー

四

事
業
団

防
通
所
介

護

居
宅
介
護
支

同

市
飯
坂

株
式
会
社
幸

同

市
天

同

居
宅
介
護

援
セ
ン
タ
ー

町
湯
野
字
上

神
町
二
│
二
八

支
援
事
業

幸

川
原
一
│
一

訪
問
介
護
・

同

市
飯
坂

有
限
会
社
山

同

市
南

同

訪
問
介
護

花
ゆ
ら

町
湯
野
字
上

形
屋
商
店

町
七
五

介
護
予

川
原
一
│
一

防
訪
問
介

護

福
島
寿
光
会

同

市
北
町

医
療
法
人
五

同

市
北

平
成
二
一
年

訪
問
入
浴

病
院
指
定
訪

一
│
四
〇

光
会

町
一
│
四
〇

四
月
一
五
日

介
護

介

問
入
浴
介
護

護
予
防
訪

事
業
所

問
入
浴
介

護

社
会
福
祉
法

同

市
春
日

社
会
福
祉
法

同

市
旭

平
成
二
一
年

認
知
症
対

人
創
生
福
祉

町
一
四
│
一

人
創
生
福
祉

町
九
│
七

四
月
一
日

応
型
通
所

事
業
団
創
生

四

事
業
団

介
護

介

春
日
町
デ
イ

護
予
防
認

サ
ー
ビ
ス
セ

知
症
対
応

ン
タ
ー

型
通
所
介

護

ケ
ア
プ
ラ
ン

会
津
若
松
市

株
式
会
社
楓

同

県
会
津
若
松

同

居
宅
介
護

楓

古
川
町
四
│

市
真
宮
新
町
北
二

支
援
事
業

八

丁
目
一
八

ツ
ク
イ
須
賀

須
賀
川
市
塚

株
式
会
社
ツ

神
奈
川
県
横
浜
市

同

通
所
介
護

川

田
一
八
│
一

ク
イ

港
南
区
上
大
岡
西

介
護
予

一
丁
目
六
│
一

防
通
所
介

護

介
護
老
人
保

伊
達
郡
川
俣

財
団
法
人
脳

福
島
県
郡
山
市
八

平
成
二
〇
年

訪
問
リ
ハ

健
施
設
リ
ハ

町
鶴
沢
字
池

神
経
疾
患
研

山
田
七
丁
目
一
一

八
月
一
日

ビ
リ
テ
ー

ビ
リ
南
東
北

ノ
上
三
〇
│

究
所

五

シ
ョ
ン

川
俣

一

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
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せ
い
ふ
う
ケ

岩
瀬
郡
鏡
石

株
式
会
社
せ

同

市
小

平
成
二
一
年

通
所
介
護

ア
リ
ハ
ビ
リ
・
町
本
町
一
八

い
ふ
う
ケ
ア

原
田
四
丁
目
一
一

二
月
一
日

介
護
予

ホ
ー
ム
か
が

一

│
七

防
通
所
介

み
い
し

護

南
会
津
町
地

南
会
津
郡
南

社
会
福
祉
法

同

県
南
会
津
郡

平
成
二
一
年

地
域
包
括

域
包
括
支
援

会
津
町
田
島

人
南
会
津
町

南
会
津
町
田
島
字

四
月
一
日

支
援
セ
ン

セ
ン
タ
ー

字
中
町
甲
三

社
会
福
祉
協

中
町
甲
三
九
一
八

タ
ー

九
一
八
│
一

議
会

│
一

〇

会
津
美
里
町

大
沼
郡
会
津

社
会
福
祉
法

同

県
郡
山
市
緑

同

同

地
域
包
括
支

美
里
町
字
北

人
心
愛
会

が
丘
東
六
丁
目
二

援
セ
ン
タ
ー

川
原
一
四

六
│
二

介
護
老
人
保

西
白
河
郡
泉

泉
崎
村

同

県
西
白
河
郡

同

通
所
リ
ハ

健
施
設
泉
崎

崎
村
大
字
泉

泉
崎
村
大
字
泉
崎

ビ
リ
テ
ー

南
東
北
リ
ハ

崎
字
山
ケ
入

字
新
宿
二

シ
ョ
ン

ビ
リ
テ
ー
シ

五
六

短
期
入
所

ョ
ン
・
ケ
ア

療
養
介
護

セ
ン
タ
ー

介
護
老

人
保
健
施

設

介
護

予
防
通
所

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン

介
護

予
防
短
期

入
所
療
養

介
護

泉
崎
南
東
北

同

郡
泉

財
団
法
人
脳

同

県
郡
山
市
八

同

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

崎
村
大
字
泉

神
経
疾
患
研

山
田
七
丁
目
一
一

介
護
予

テ
ー
シ
ョ
ン

崎
字
山
ケ
入

究
所

五

防
訪
問
看

一
〇
一

護

泉
崎
南
東
北

同

同

同

同

居
宅
介
護

居
宅
介
護
支

支
援
事
業

援
事
業
所

グ
ル
ー
プ
ホ

東
白
川
郡
鮫

社
会
福
祉
法

青
森
県
八
戸
市
大

同

認
知
症
対

ー
ム
さ
め
が

川
村
大
字
西

人
み
や
ぎ
会

字
尻
内
町
字
鴨
ヶ

応
型
共
同

わ

山
字
水
口
三

池
九
六
│
三

生
活
介
護

一

介
護
予

防
認
知
症

対
応
型
共

同
生
活
介

護

デ
イ
サ
ー
ビ

田
村
郡
三
春

有
限
会
社
和

福
島
県
田
村
郡
三

同

通
所
介
護

ス
セ
ン
タ
ー

町
熊
耳
字
上

み
の
里

春
町
字
御
免
町
一

介
護
予

き
ず
な

荒
井
八
二
│

七
六
│
一

防
通
所
介

一

護

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

の

名

称

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

福
島
市
飯
野
地

福
島
市
立
子
山
・

福
島
市
飯
野
町
西

社
会
福
祉
法

福
島
県
福
島
市
森

域
包
括
支
援
セ

飯
野
地
域
包
括
支

宮
平
二
五
│
一

人
福
島
市
社

合
町
一
〇
│
一

ン
タ
ー

援
セ
ン
タ
ー

会
福
祉
協
議

会

船
引
指
定
居
宅

田
村
市
居
宅
介
護

田
村
市
船
引
町
船

社
会
福
祉
法

同

県
田
村
市
船

介
護
支
援
事
業

支
援
事
業
所

引
字
源
次
郎
一
三

人
田
村
市
社

引
町
船
引
字
東
中

所

一

会
福
祉
協
議

子
縄
七

会
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伊
達
ケ
ア
プ
ラ

伊
達
・
梁
川
・
保

伊
達
市
箱
崎
字
川

社
会
福
祉
法

同

県
伊
達
市
保

ン
セ
ン
タ
ー

原
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ

端
七

人
伊
達
市
社

原
町
宮
下
一
一
一

ン
タ
ー

会
福
祉
協
議

│
二

会

月
舘
ケ
ア
プ
ラ

霊
山
・
月
舘
ケ
ア

同

市
月
舘
町
月

同

同

ン
セ
ン
タ
ー

プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

舘
字
関
ノ
下
一
二

│
一

梁
川
ヘ
ル
パ
ー

伊
達
・
梁
川
・
保

同

市
梁
川
町
元

同

同

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

原
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

陣
内
一
│
二

ー
シ
ョ
ン

霊
山
ヘ
ル
パ
ー

霊
山
・
月
舘
ヘ
ル

同

市
霊
山
町
掛

同

同

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

田
字
町
田
一
四
│

ン

五

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

Ｊ
Ａ
し
ら
か
わ

白
河
市
弥
次
郎
窪

白
河
市
六
反
山
一

白
河
農
業
協

福
島
県
白
河
市
弥

ふ
れ
愛
ヘ
ル
パ

二
九
│
一

〇
│
二

同
組
合

次
郎
窪
二
九
│
一

ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ンア
イ
ラ
ン
ド
介

同

市
萱
根
字
大

同

市
豊
地
字
弥

ア
イ
ラ
ン
ド

同

県
郡
山
市
安

護
セ
ン
タ
ー
白

清
水
六
〇

次
郎
三
四

サ
ポ
ー
ト
株

積
町
日
出
山
四
丁

河

式
会
社

目
一
八
一

南
郷
指
定
居
宅

南
会
津
郡
南
会
津

南
会
津
郡
南
会
津

社
会
福
祉
法

同

県
南
会
津
郡

介
護
支
援
事
業

町
片
貝
字
中
田
九

町
片
貝
字
根
木
屋

人
南
会
津
会

南
会
津
町
田
島
字

所

八

向
一
│
一

西
町
甲
四
三
三
一

富
岡
町
地
域
包

双
葉
郡
富
岡
町
上

双
葉
郡
富
岡
町
本

社
会
福
祉
法

同

県
双
葉
郡
富

括
支
援
セ
ン
タ

手
岡
字
高
津
戸
一

岡
字
王
塚
六
二
二

人
伸
生
双
葉

岡
町
上
手
岡
字
高

ー
指
定
介
護
予

四
七
│
二

│
一

会

津
戸
一
四
七
│
二

防
支
援
事
業
所

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

の

名

称

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

変

更

前

変

更

後

指
定
リ
ハ
ビ

指
定
リ
ハ
ビ

伊
達
市
霊
山

伊
達
市
霊
山

医
療
法
人

福
島
県
伊
達
市
霊

リ
テ
ー
シ
ョ

リ
テ
ー
シ
ョ

町
掛
田
字
西

町
掛
田
字
西

掛
田
中
央

山
町
掛
田
字
西
裏

ン
事
業
所
医

ン
事
業
所

裏
四
八
│
一

裏
四
七
│
一

内
科

四
八
│
一

療
法
人
掛
田

｢

リ
ハ
ビ
リ

中
央
内
科
デ

セ
ン
タ
ー
掛

イ
ケ
ア

田｣

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定(
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
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援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
介
護
機
関
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

の
種
類

そ
う
ま
・
ほ

相
馬
市
今
田

有
限
会
社
そ

福
島
県
相
馬
市
今

平
成
二
一
年

通
所
介
護

っ
と
サ
ロ
ン

字
大
竹
三
四

う
ま
介
護
セ

田
字
大
竹
三
四

三
月
三
一
日

介
護
予

ン
タ
ー

防
通
所
介

護

介
護
と
福
祉

双
葉
郡
浪
江

株
式
会
社
報

同

県
い
わ
き
市

同

福
祉
用
具

の
店
ホ
ー
ト

町
大
字
権
現

徳

内
郷
御
厩
町
三
丁

貸
与

特

ク

堂
字
新
町
六

目
一
四
七

定
福
祉
用

六

具
販
売

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

介

護
予
防
福

祉
用
具
販

売

社
会
福
祉
法

二
本
松
市
油

社
会
福
祉
法

同

県
二
本
松
市

同

居
宅
介
護

人
二
本
松
市

井
字
濡
石
一

人
二
本
松
市

若
宮
二
丁
目
六
九

支
援
事
業

社
会
福
祉
協

│
二

社
会
福
祉
協

議
会
居
宅
介

議
会

護
支
援
事
業

所
あ
だ
ち

社
会
福
祉
法

同

市
針

同

同

同

同

人
二
本
松
市

道
字
蔵
下
二

社
会
福
祉
協

二

議
会
居
宅
介

護
支
援
事
業

所
と
う
わ

社
会
福
祉
法

同

市
油

同

同

同

訪
問
介
護

人
二
本
松
市

井
字
濡
石
一

介
護
予

社
会
福
祉
協

│
二

防
訪
問
介

議
会
ヘ
ル
パ

護

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
だ
ち

社
会
福
祉
法

同

市
針

同

同

同

同

人
二
本
松
市

道
字
蔵
下
二

社
会
福
祉
協

二

議
会
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
と
う
わ

南
相
馬
市
し

南
相
馬
市
原

南
相
馬
市

同

県
南
相
馬
市

同

訪
問
看
護

ら
ゆ
り
訪
問

町
区
小
川
町

原
町
区
本
町
二
│

介
護
予

看
護
ス
テ
ー

三
二
二
│
一

二
七

防
訪
問
看

シ
ョ
ン

護

伊
達
ヘ
ル
パ

伊
達
市
箱
崎

社
会
福
祉
法

同

県
伊
達
市
保

同

訪
問
介
護

ー
ス
テ
ー
シ

字
川
端
七

人
伊
達
市
社

原
町
宮
下
一
一
一

介
護
予

ョ
ン

会
福
祉
協
議

│
二

防
訪
問
介

会

護

月
舘
ヘ
ル
パ

同

市
月
舘

同

同

同

同

ー
ス
テ
ー
シ

町
月
舘
字
関

ョ
ン

ノ
下
一
二
│

一

梁
川
ケ
ア
プ

同

市
梁
川

同

同

同

居
宅
介
護

ラ
ン
セ
ン
タ

町
元
陣
内
一

支
援
事
業

ー

│
二

保
原
ケ
ア
プ

同

市
保
原

同

同

同

同

ラ
ン
セ
ン
タ

町
大
泉
字
大

ー

地
内
一
〇
〇

霊
山
ケ
ア
プ

同

市
霊
山

同

同

同

同

ラ
ン
セ
ン
タ

町
掛
田
字
町
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１

款 公

告

県
税

９ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

項

核
燃
料
税

自
動
車
税

ゴ
ル
フ
場

利
用
税

県
た
ば
こ
税

不
動
産

取
得
税

地
方
消
費
税

事
業
税

県
民
税

3,593,000

31,945,000

905,000

4,283,000

4,833,000

20,505,000

69,408,000

69,293,000

234,235,175

補
正
前
の
額

1,000

△
26,000

1,000

3,000

289,000

572,000

△
90,000

△
142,000

361,000

補
正

額

3,594,000

31,919,000

906,000

4,286,000

5,122,000

21,077,000

69,318,000

69,151,000

234,596,175

計

ー

田
一
四
│
五

国
民
健
康
保

西
白
河
郡
泉

国
民
健
康
保

同

県
西
白
河
郡

同

同

険
泉
崎
村
立

崎
村
大
字
泉

険
泉
崎
村
村

泉
崎
村
泉
崎
字
山

病
院
指
定
居

崎
字
山
ケ
入

立
病
院
管
理

ヶ
入
五
六

宅
介
護
支
援

一
〇
一

者

事
業
所

会
津
美
里
町

大
沼
郡
会
津

会
津
美
里
町

同

県
大
沼
郡
会

同

地
域
包
括

地
域
包
括
支

美
里
町
鶴
野

津
美
里
町
宮
北
三

支
援
セ
ン

援
セ
ン
タ
ー

辺
字
広
町
七

一
六
三

タ
ー

四
〇

南
会
津
町
指

南
会
津
郡
田

南
会
津
町

同

県
南
会
津
郡

同

同

定
介
護
予
防

島
町
字
後
原

南
会
津
町
田
島
字

支
援
事
業
所

甲
三
五
三
一

後
原
甲
三
五
三
一

│
一

│
一

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
診
療
費
等
の
収
納
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
九
番
地

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

一
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
二
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光

商
工
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

会
津
サ
テ
ィ

会
津
若
松
市
駅
前
町
四
百
二
十
番
地
二
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

公
告
第
二
百
七
十
八
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
専
決
処
分
し
た
平
成
二
十
年
度
の
福
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

平
成
20年
度
福
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
(第
６
号
)

１
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
入

(単
位
千
円
)
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11 10 ９ ６ ５ ３ ２

寄
附
金

財
産
収
入

国
庫
支
出
金

交
通
安
全
対
策

特
別
交
付
金

地
方
交
付
税

地
方
譲
与
税

地
方
消
費
税

清
算
金

１ ２ ２ １ １ ３ ２ １ １ 14 11 10 ９ ７ ６

寄
附
金

財
産
売
払

収
入

国
庫
補
助
金

交
通
安
全
対
策

特
別
交
付
金

地
方
交
付
税

航
空
機
燃
料

譲
与
税

石
油
ガ
ス

譲
与
税

地
方
道
路

譲
与
税

地
方
消
費
税

清
算
金

固
定
資
産
税

軽
油
引
取
税

自
動
車

取
得
税

核
燃
料
税

自
動
車
税

ゴ
ル
フ
場

利
用
税

201,479

201,479

1,615,855

2,703,818

77,075,909

116,911,942

880,000

880,000

212,589,244

212,589,244

19,000

330,000

5,020,800

5,369,800

36,575,000

36,575,000

309,000

22,569,135

5,900,040

3,593,000

31,945,000

905,000

18,000

18,000

4,300

4,300

33,483

33,483

691

691

24,626

24,626

△
5,535

△
23,364

△
242,929

△
271,828

343

343

1,000

42,000

△
290,000

1,000

△
26,000

1,000

219,479

219,479

1,620,155

2,708,118

77,109,392

116,945,425

880,691

880,691

212,613,870

212,613,870

13,465

306,636

4,777,871

5,097,972

36,575,343

36,575,343

310,000

22,611,135

5,610,040

3,594,000

31,919,000

906,000

生
活
基
盤
緊
急
改
善

事
業
費 起
債
の
目
的

歳
入

合
計

15 14 12 11

県
債

諸
収
入

繰
入
金

寄
附
金

１ ８ ６ １ ２ １ ２

2,300,000

限
度
額

県
債

雑
入

収
益
事
業

収
入

延
滞
金
､
加
算

金
及
び
過
料
等

基
金
繰
入
金

寄
附
金

財
産
売
払

収
入

１
借
入
方
法

普
通
貸
借
又

は
債
券
発
行

債
券
の
発
行

価
格
は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資
金

政
府
資
金
そ

の
他

起
債
の
方
法

869,290,808

119,490,400

119,490,400

2,554,664

6,040,642

486,825

83,138,254

22,072,976

26,411,702

201,479

201,479

1,615,855

年
10％
以
内
(
た
だ

し
､
利

率
見
直

し
方
式

で
借
り

入
れ
る

政
府
資

金
に
つ

い
て
､

利
率
の

見
直
し

を
行
っ

利
率

0

4,644,300

4,644,300

16,895

183,671

61,567

262,133

△
5,077,048

△
5,077,048

18,000

18,000

4,300

起
債
日
か
ら
35年
以
内

(据
置
期
間
を
含
む
｡
)

の
期
間
に
お
い
て
資
金

の
融
通
条
件
及
び
知
事

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
償
還
す
る
｡
た
だ
し
､

県
財
政
の
都
合
に
よ
り

繰
上
償
還
を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮
し
､
又
は

借
換
え
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
｡

償
還
の
方
法

869,290,808

124,134,700

124,134,700

2,571,559

6,224,313

548,392

83,400,387

16,995,928

21,334,654

219,479

219,479

1,620,155

２
地
方
債
補
正

�
追
加

(単
位
千
円
)
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一
般
林
道

ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業

費 農
村
総
合
整
備

事
業
費

農
道
整
備
事
業

費 農
地
保
全
事
業

費 農
地
防
災
事
業

費 経
営
体
育
成
基

盤
整
備
事
業
費

か
ん
が
い
排
水

事
業
費

も
の
づ
く
り
高

度
化
人
材
育
成

事
業
費

共
生
の
ま
ち
推

進
事
業
費

市
町
村
合
併
支

援
道
路
整
備
費

起
債
の
目
的 計

290,100

209,800

181,000

720,100

29,100

490,000

822,500

939,800

53,300

676,200

868,300

限
度
額

補
正

前

2,300,000

１
借
入
方

法
普
通
貸

借
又
は
債

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

起
債
の
方
法

年
10
％
以
内(
た
だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
､

当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

利
率

価
格
は
､
知
事

が
定
め
る

２
借
入
資
金

政
府
資
金
そ

の
他起
債
日
か
ら

35
年
以
内

(据
置
期
間

を
含
む
｡
)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す

る
｡

償
還
の
方
法

320,300

230,100

185,700

795,300

30,700

534,500

913,000

1,033,800

54,600

676,100

868,100

限
度
額

補
正

後

率
見
直

し
方
式

で
借
り

入
れ
る

政
府
資

金
に
つ

い
て
､

利
率
の

見
直
し

を
行
っ

た
後
に

お
い
て

は
､
当

該
見
直

し
後
の

利
率
)１

借
入
方

法
普
通
貸

借
又
は
債

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

起
債
の
方
法

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
償
還
す
る
｡
た
だ
し
､

県
財
政
の
都
合
に
よ
り

繰
上
償
還
を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮
し
､
又
は

借
換
え
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
｡

年
10
％
以
内(
た
だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
､

当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

利
率

起
債
日
か
ら

35
年
以
内

(据
置
期
間

を
含
む
｡
)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す

る
｡

償
還
の
方
法

災
害
防
除
費

国
道
第
１
種
改

良
費

凍
雪
害
防
止
費

防
雪
費

道
路
整
備
費

緊
急
橋
り
ょ
う

改
修
費

地
方
特
定
道
路

整
備
費

橋
り
ょ
う
補
修

費
(補
助
)

道
路
維
持
補
修

費 災
害
防
除
費

(単
独
)

農
林
水
産
試
験

研
究
機
関
整
備

費 漁
港
改
良
費

広
域
漁
港
整
備

費 地
域
水
産
物
供

給
基
盤
整
備
費

漁
港
環
境
整
備

統
合
事
業
費

漁
港
海
岸
保
全

費 一
般
治
山
費

ふ
る
さ
と
林
道

緊
急
整
備
事
業

費 一
般
林
道
費

ふ
る
さ
と
農
道

緊
急
整
備
事
業

費

299,200

789,600

33,000

174,800

1,048,100

106,300

5,970,000

290,000

3,612,000

694,200

2,403,800

28,000

115,200

25,200

56,700

130,500

1,237,900

691,800

290,100

209,800

見
直
し
後
の
利
率
)

270,300

789,300

27,000 0

1,048,800

106,100

5,963,700

304,000

3,911,900

684,000

2,434,000

27,900

115,100

25,100

56,600

130,400

1,368,300

765,300

320,300

230,100

見
直
し
後
の
利
率
)

�
変
更

(単
位
千
円
)
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急
傾
斜
地
対
策

費 地
す
べ
り
対
策

費 火
山
砂
防
費

通
常
砂
防
費

急
傾
斜
地
崩
壊

防
止
対
策
費

地
す
べ
り
災
害

防
除
費

堰
堤
改
良
費

高
潮
対
策
費

総
合
流
域
防
災

事
業
費
(河
川
)

広
域
一
般
河
川

改
修
事
業
費

鉄
道
橋
・
道
路

橋
緊
急
対
策
事

業
費

広
域
基
幹
河
川

改
修
事
業
費

河
川
流
域
総
合

情
報
シ
ス
テ
ム

事
業
費

ふ
な
っ
こ
ふ
る

さ
と
川
づ
く
り

事
業
費

河
川
改
良
費

国
道
第
２
種
改

良
費

電
線
共
同
溝
整

備
費

国
道
改
築
費

災
害
防
除
費

国
道
第
１
種
改

良
費

凍
雪
害
防
止
費

94,000

72,400

290,500

435,000

91,600

8,900

31,700

236,300

1,022,900

145,000

180,000

765,100

72,200

20,200

409,300

27,000

22,500

2,806,000

299,200

789,600

33,000

93,700

72,200

290,300

434,200

93,100

9,000

31,400

235,800

1,021,800

144,800

179,900

764,700

72,000

20,100

405,000

26,900

22,400

2,805,800

270,300

789,300

27,000

計 減
収
補
て
ん
債

退
職
手
当
費

災
害
調
査
費

海
岸
災
害
復
旧

費 国
直
轄
土
地
改

良
事
業
費

国
直
轄
河
川
事

業
費

国
直
轄
道
路
事

業
費

県
有
施
設
耐
震

改
修
費

県
立
医
科
大
学

附
属
病
院
整
備

費 大
規
模
改
造
費

(高
等
学
校
)

警
察
施
設
費

緊
急
地
方
道
整

備
費

港
湾
改
良
費

交
通
安
全
施
設

等
整
備
事
業
費

(補
助
)

重
要
幹
線
街
路

費 広
域
資
源
活
用

護
岸
整
備
費

港
湾
修
築
費

総
合
流
域
防
災

事
業
費
(砂
防
)

急
傾
斜
地
対
策

費 地
す
べ
り
対
策

費 火
山
砂
防
費

106,933,40

10,000,000

6,055,000

14,800

14,000

52,400

1,041,700

10,790,100

329,300

1,506,000

1,094,100

434,300

5,026,900

13,000

1,011,800

395,300

760,300

188,100

261,000

94,000

72,400

290,500

109,277,70

11,200,000

5,902,000

12,900

13,900

57,700

1,036,000

11,292,500

326,600

1,467,000

1,086,400

423,000

5,223,600

900

1,011,500

395,200

759,100

187,400

260,700

93,700

72,200

290,300
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計

減
収
補
て
ん
債

退
職
手
当
費

106,933,400

10,000,000

6,055,000

109,277,700

11,200,000

5,902,000

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

(

財

政

課)

公
告
第
二
百
七
十
九
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

本
宮
市
長

佐
藤

嘉
重

福
島
県
本
宮
市
本
宮
字
万
世
二
一
二
番
地

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

福
島
県
本
宮
市
長
屋
字
舘
地
内

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

動
物
の
ふ
ん
尿
の
堆
肥
化
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

六
・
二
ト
ン
毎
日(

二
四
時
間)

(

産
業
廃
棄
物
課)

公
告
第
二
百
八
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

佐
賀
瀬
頭
首
工
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
五
月
七
日
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

管
理
規
程
を
定
め
た
者
の
名
称

会
津
宮
川
土
地
改
良
区

二

管
理
規
程
の
概
要

１

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
等
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
十

一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量

を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

２

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
等
を
常
に
良

好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
取
り
、
関
係
機

関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に
報
告
し
、

そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

４

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を
記

録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
八
十
一
号

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の

実
施
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
三
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

南
相
馬
市
、
河
沼
郡
柳
津
町
及
び
石
川
郡
平
田
村

二

測
量
期
間

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

基
本
測
量(

国
土
調
査
に
伴
う
基
準
点
測
量)

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号(

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号)

第
六
条
、
漁
業
法

施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号)

第
九
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
若
し
く
は
第
百
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
二

十
一
年
五
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
二
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

さ
か
え
グ
リ
ー
ン
ハ
ー
ト
美
術
館
通
り

郡
山
市
字
下
舘
野
一
番
地
一
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

一
四

一
一 八

ペ
ー
ジ

下 下 上 下 段

後
ろ
か

ら
四

後
ろ
か

ら
一

後
ろ
か

ら
一
九

一
八

後
ろ
か

ら
八 行

こ
の
条

と
あ
る
の
は
、

第
八
条
の
四
十
九

に
あ
つ
て
は

正

こ
の
項

と
あ
る
の
は

第
八
条
の
四
十
九
条

、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
か
ら

の
引
取
り

誤

正

誤

○
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号
外
第
二
十
八
号
中
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